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○京西且哲副委員長 

 ただいまから事業常任委員会を開会しま

す。 

 まず、原委員長から欠席届が出ており

ますので、私が議事の進行を務めさせてい

ただきます。 

 それでは、本委員会に付託されました事

件は、御配付しております付託事件のとお

りです。 

 審査の方法は、御配付しております進行

表のとおりとしたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」の声あり〕 

 それでは、そのように進めさせていただ

きます。 

 まず、議案第91号の審査に入ります。 

 議案の説明を求めます。 

○河畑俊也建設部長 

 議案書の67ページをお願いいたします。

議案第91号岸和田市道路占用料条例の一部

改正について御説明申し上げます。 

 改正の理由でございますが、占用物件に

係る占用料の徴収について、市民の利便性

の向上と徴収事務の効率化を図るため、当

該占用物件のうち一時的に設けるものであ

って、所定の要件を満たすものにあっては

一括でこれを徴収することができることと

したことから、関係する規定の整備を図ろ

うとするものです。 

 改正の内容につきましては、議案書69ペ

ージをお願いいたします。第３条第２項に

ただし書及び各号を加えることにより、占

用期間が１会計年度を超える場合は、その

占用に係る占用料は年度ごとに徴収するこ

ととしていたところ、祭礼、縁日等の露店

や看板、工事用の板囲、足場などの一時的

に設ける施設等で所定の期間を超えないも

のにあっては、当該占用期間の分の占用料

を一括して徴収することができることとす

るものでございます。 

 また、附則といたしまして、この条例は

公布の日から施行することとし、施行の日

以後において徴収する占用料について適用

するものといたしております。 

○京西且哲副委員長 

 説明が終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 それでは、議案第91号の質疑を終結しま

す。 

 次に、議案第98号から議案第102号までの

５件について、一括して審査に入ります。 

 議案の説明を求めます。 

○船橋恵子魅力創造部長 

 議案第98号につきまして御説明申し上げ

ます。 

 公の施設の指定管理を指定するため、地

方自治法第244条の２第６項の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。議

案書の93ページをお願いいたします。 

 施設の名称は岸和田市立自泉会館で、指

定の相手方は南海ビルサービス株式会社で

ございます。指定の期間は令和８年４月１

日から令和13年３月31日までの５か年とい

たしたいものでございます。 

 岸和田市立自泉会館は、本市の貴重な文

化的価値のある建築物として長く保存し、

美術館的機能を持たせ、さらに市民の文化

芸術活動の振興の場に供するために設置さ

れたものでございます。 

 公募の結果、２事業者からの応募があり、

岸和田市指定管理者審査委員会において候

補者が選定されたものでございます。 

 なお、指定管理者候補者の概要につきま

しては、御配付しております資料のとおり

でございます。 

○寺本義之環境農林水産部長兼農業委員会事務

局長 
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 議案書95ページをお願いいたします。議

案第99号指定管理者の指定について御説明

をいたします。 

 本件は、環境農林水産部所管の岸和田市

立大沢山荘の指定管理者を指定するため、

地方自治法第244条の２第６項の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。 

 施設の名称は岸和田市立大沢山荘で、指

定の相手方は大沢町会でございます。指定

期間は令和８年４月１日から令和13年３月

31日までの５か年といたしたいものでござ

います。 

 この施設は、農林業の振興、農林業後継

者の育成及び市民の自主的な社会教育活動

の振興を図ることを目的として、研修、集

会、その他多目的な利用に供する施設とし

て、昭和56年３月に建設、開設された施設

でございます。 

 平成18年度から指定管理者による管理運

営を行っており、施設の設置目的、性格、

事業の継承性を勘案いたしまして、非公募

により現在の指定管理者が岸和田市指定管

理者審査委員会において候補者として選定

されたものでございます。 

 なお、指定管理者候補者の概要につきま

しては、御配付しております資料のとおり

でございます。 

○河畑俊也建設部長 

 議案第100号、議案第101号及び議案第102

号の３件について、一括して御説明申し上

げます。 

 議案書の97ページをお願いいたします。

議案第100号指定管理者の指定について御説

明申し上げます。 

 施設の名称は岸和田市中央公園等で、指

定の相手方はきしわだホッとパークパート

ナーズ、指定の期間は令和８年４月１日か

ら令和13年３月31日までの５年間といたし

たいものでございます。 

 施設の内容といたしましては、中央公園

をはじめとする浜工業公園、南公園、野田

公園、牛ノ口公園の５公園で、利用料金の

発生する施設を有する都市公園でございま

す。 

 今回の公募につきましては、生涯学習部

スポーツ振興課所管の体育館、運動広場、

テニスコート等、11施設と併せて実施した

結果、３事業者から応募があり、岸和田市

指定管理者審査委員会での選定結果を受け、

きしわだホッとパークパートナーズを指定

管理者候補者として決定したものでござい

ます。 

 なお、指定管理者候補者の概要につきま

しては、御配付しております資料のとおり

でございます。 

 続きまして、議案書の99ページをお願い

いたします。議案第101号指定管理者の指定

について御説明申し上げます。 

 施設の名称は岸和田市都市公園・児童遊

園等（北側）で、指定の相手方はきしわだ

ｓｍｉｌｅパークパートナーズ、指定の期

間は令和８年４月１日から令和13年３月31

日までの５年間といたしたいものでござい

ます。 

 施設の内容といたしましては、岸和田市

中央公園等を除く都市公園・児童遊園等の

うち市域の北側に位置するものでございま

す。小学校区で申し上げますと、海側より、

春木・大芝・大宮・城北・新条・八木北・

八木南・光明・八木・山直北・城東・山直

南・山滝校区でございます。 

 公募の結果、２事業者から応募があり、

岸和田市指定管理者審査委員会での選定結

果を受け、きしわだｓｍｉｌｅパークパー

トナーズを指定管理者候補者として決定し

たものでございます。 

 なお、指定管理者候補者の概要につきま

しては、御配付しております資料のとおり
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でございます。 

 続きまして、101ページをお願いいたしま

す。議案第102号指定管理者の指定について

御説明申し上げます。 

 施設の名称は岸和田市都市公園・児童遊

園等（南側）で、指定の相手方はきしわだ

ｓｍｉｌｅパークパートナーズ、指定の期

間は令和８年４月１日から令和13年３月31

日までの５年間といたしたいものでござい

ます。 

 施設の内容といたしましては、岸和田市

中央公園等を除く都市公園・児童遊園等の

うち市域の南側に位置するものでございま

す。小学校区で申し上げますと、海側より

浜・中央・城内・朝陽・東光・旭・太田・

常盤・天神山・修斉・東葛城校区でござい

ます。 

 公募の結果、２事業者から応募があり、

岸和田市指定管理者審査委員会での選定結

果を受け、きしわだｓｍｉｌｅパークパー

トナーズを指定管理者候補者として決定し

たものでございます。 

 なお、指定管理者候補者の概要につきま

しては、御配付しております資料のとおり

でございます。 

○京西且哲副委員長 

 説明が終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高比良正明委員 

 公園の指定管理についてお伺いします。 

 指定管理者は長きにわたって一般財団法

人岸和田市公園緑化協会でしたけれども、

今回の公募では、中央公園等ほか都市公園、

児童遊園等の北、南の３つの指定管理につ

いて、住友林業緑化株式会社を中心とした

事業体が新たな指定管理候補者となってお

りますので、数点質問というか確認いたし

ます。 

 １つ目はドッグランについてですけども、

昨年、担当課で整備していただいて、多く

の市民が利用されておりますけれども、広

さ自体が狭く、小型犬、中・大型犬を分け

てほしいとの要望や、照明、洗い場等の設

備の充実を望む声をお聞きしております。

これらの声を実現できるよう、担当課とし

ては平場でも話をしてまいりましたけれど

も、今回の指定管理者は府営蜻蛉池公園の

指定管理者でもあり、あちらでは有料なが

ら関西最大級の天然芝ドッグランを運営し

ております。中央公園等でも自主事業とし

て行う計画があるのか、お答えください。 

○黒見進也公園緑地課長 

 ドッグランにつきましては、指定管理者

候補者より自主事業の１つとして提案いた

だいております。 

○高比良正明委員 

 自主事業ということですので、蜻蛉池公

園と同じように有料のドッグランではない

かというふうに想像するところです。 

 では、以前から市民の要望であった現状

の無料で誰でも利用ができるドッグランの

増設、拡張及び照明や洗い場などの設備充

実については、担当課としてどのようにお

考えでしょうか。 

○黒見進也公園緑地課長 

 現ドッグランの増設や拡張、照明、洗い

場等の整備につきましては、要望も多く、

必要性を感じておりますが、指定管理者の

自主事業としての整合も図らなくてはなら

ないので、議決いただきましたら協議を進

めてまいります。 

 効率的な公園の運営により、市民の皆様

の高い満足度を得られるよう努めてまいり

ます。 

○高比良正明委員 

 指定管理者に有料施設を造っていただけ

るのであれば、担当課としては、造らなく

て任せますよというふうにならないように、
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有料施設とは別に今の無料施設についても

市民の声を受け止めていただくようお願い

いたします。 

 次に、園路や施設周りが暗いという声も

よく聞きますけれども、これらの問題を解

消するために、公園灯の増設が必要である

と考えますが、この場合、指定管理者が行

うのか担当課が行うのか、業務分担はどの

ようになるのでしょうか。 

○黒見進也公園緑地課長 

 照明につきましては、開設後数十年が経

過し、大きく成長した樹木や枝などが支障

になっている場合も多いので、これらの樹

木管理について、指定管理者と協議し、照

明機能を発揮できるように考えてまいりま

す。また、このような処置を行いましても

解消できないケースでの増設が必要となっ

た場合でございますが、基本的に指定管理

者に管理していただく施設は既設の施設と

なりますので、指定管理者の都合で増設す

る施設を除き、基本的に増設施設は市で整

備すべき業務となります。 

○高比良正明委員 

 増設による施設整備は市で行うというこ

とになっておりますけれども、中央公園の

市民利用を増やせるように、使い勝手をよ

くするためにも市民の意見を聞き、それを

反映した公園整備をお願いいたします。 

 また、施設を含めて、現在、中央公園に

幾つか監視カメラが設置されておるわけで

すけども、これは全て市で整備したもので

しょうか。 

○黒見進也公園緑地課長 

 市で設置したものもございますが、現指

定管理者が自主的に設置しているものもご

ざいます。 

○高比良正明委員 

 私自身は、密度が一番濃いロンドンの例

をもって、重大犯罪の抑止力にはならない、

コスパが悪いというふうに監視カメラを考

えているわけですけども、それでもいたず

らなどによって施設の破壊防止や利用者間

のトラブルを抑止し、後の犯人逮捕には監

視カメラは有効であるというふうに考えて

おります。特に子供たちの安全を守るため

には有効性は高いというふうに考えます。

また、小動物の虐待や飼い猫の遺棄などを

防ぐ意味でも効果的となります。 

 動物への虐待を軽く考える方もおられま

すけれども、これまでも加害者がエスカレ

ートしたその先には、子供などへの人への

加害につながる例が散見されておりますの

で、トラブルが生じそうな施設を対象とす

るだけではなく、園路など広くカバーでき

る配置状況が必要であると考えますので、

増設が必要ではないかと考えますが、現指

定管理者が設置している防犯カメラ、監視

カメラを引き上げるというふうになります

と、今より危険な公園になるということが

予想されます。これについてはどのように

考えているでしょうか。 

○黒見進也公園緑地課長 

 現指定管理者が設置している防犯カメラ

につきましては、今後協議を進めてまいり

ます。防犯カメラにつきましては、利用者

の安全性を高めるものでございますが、い

たずらの抑制も期待でき、指定管理者の管

理軽減につながるという効果もございます

ので、現指定管理者と同様、新指定管理者

による積極的な設置についても協議してま

いります。 

○高比良正明委員 

 指定管理にする第一の目的というのは、

民間活力を利用して利便性を向上するとい

うことだというふうに考えます。また、監

視カメラのように、安全面に資する設備の

投資を指定管理者にお願いするということ

になるのであれば、利用料金や自主事業よ
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りその費用を捻出して、利用者にサービス

還元がされるような指定管理の運用を求め

るのはもちろんとして、現在の指定管理者

が設置した監視カメラは外すとしても、経

費がかかりますのでそのまま多分置いてい

くというふうに考えられます。その際に、

取り付けてから日数がたっているものもあ

るというふうに聞いております。定期的に

検査しているわけでもないということです

ので、撮影や録画はもちろん、何かが起き

て警察が調べる際には時間も正確でなけれ

ばならないということになりますので、時

間など細かい点も含めて点検してもらうこ

とと、大通りには業務用カメラがいいでし

ょうけれども、今では家庭用で数万円もあ

れば取り付けられるカメラも販売されてい

ます。これはスマホで見られて録画もでき

るというものもありますので、そういった

安価なカメラも使って、死角で犯罪行為が

行われないようにすることで安全・安心な

公園環境を発展させるよう提言して、質問

を終わります。 

○𡧃野真悟委員 

 議案第100号、議案第101号、議案第102号

の３つの公園の指定管理についてお伺いい

たします。 

 きしわだｓｍｉｌｅパークパートナーズ

ときしわだホッとパークパートナーズとも

に住友林業緑化株式会社がグループ代表企

業であるということをお聞きいたしました

が、３つの指定管理の事業者について、き

しわだホッとパークパートナーズときしわ

だｓｍｉｌｅパークパートナーズとの２グ

ループに分かれておりますが、市民の問合

せの窓口などはグループごとに別々になる

のか、また、その窓口の設置場所などに関

してどこになるのか、今決まっていること

があればお答えください。 

○黒見進也公園緑地課長 

 指定管理施設を３分割した時点で、事業

者が複数になり、問合せ窓口も複数になる

ことは想定しておりましたが、今回、審査

の結果、代表事業者が同じという結果にな

りました。担当課といたしましては、同じ

窓口とするほうがメリットがあると考えて

おります。事業者の事情、考えもございま

すので断言できませんが、様々な利点から、

従来どおり、担当課としては総合体育館が

最良かと考えております。この件につきま

しても、議決いただきましたら速やかに協

議を進めてまいりたいと考えております。 

○𡧃野真悟委員 

 もう１点お聞きいたします。市内の公園

や児童遊園につきましては、町会などが現

指定管理者と管理委託契約を行っておりま

す。この継続等に関してはどのようにお考

えなのか、お答えください。 

○黒見進也公園緑地課長 

 町会の協力なしに良好な公園環境づくり

はできないと考えているので、継続が必要

であると考えておりますが、従来、委託金

が均一であること、委託内容や報告が明確

でないこと、高齢化により町会に受託でき

る人材がいないなど、問題もございますの

で、これらについては、町会、指定管理者

と協議してまいりたい考えでございます。 

○𡧃野真悟委員 

 今回、指定管理者が変更となりましたが、

町会等との管理委託契約については継続す

るということです。基本的に指定管理者と

町会等との契約かと思いますが、事業者が

変わっておりますので、今回は担当課も入

ってスムーズな引継ぎをお願いいたします。 

 新たな指定管理者の代表企業は、本市内

の府営蜻蛉池公園の実績があるということ

で、今後、本市の公園、児童遊園などがよ

りよい環境となることを望みます。 

 最後に、今回、指定管理について３分割
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で行っておりますが、結果として２グルー

プですが、代表企業が共通となったため、

窓口については共通で総合体育館に置いて

いきたいということをお聞きいたしました。

次回の指定管理については、どのようなグ

ルーピングが適切か改めて検討をお願いい

たしまして、私の質問を終わります。 

○米田貴志委員 

 では、何点か確認させていただきたいと

思います。議案第100号、議案第101号、議

案第102号についてでございます。 

 先ほど高比良委員からドッグランのこと

についてお尋ねがございました。提案会派

としては何とか残してほしいなと思ってお

りましたので、今後、協議されるというこ

とでございました。高比良委員が言うたよ

うに、中型犬、大型犬がちょっといづらい

ということがありましたので、そこは今後

もキープしていただいて、たしか拡張する

というお話だったと思いますので、中型犬、

大型犬も入れる規模まで市の無料施設はや

っぱりキープすべきだということを思って

おりますので、よろしくお願いしたいと思

いますが、先ほど自主事業のことがござい

ましたが、提案内容というのはどういった

ことを相手方はされているのか、お答えい

ただけませんでしょうか。 

○黒見進也公園緑地課長 

 様々な自主事業の提案のうちの１つでご

ざいますので、企画書までの内容とはなっ

てございません。場所は中央公園で、中・

大型犬、小型犬を分けて、目的といたしま

しては、トラブル防止、マナー向上と安全

清潔なドッグランの運営となってございま

す。内容につきましては、議決いただいた

後、設置場所、既設ドッグランとのすみ分

け等について協議してまいりたいと考えて

おります。 

○米田貴志委員 

 ぜひその点の協議をよろしくお願いして

おきたいと思います。やっぱり一番心配し

たのは、全てドッグランを民間に任せて、

今の分をなくされてしまうのが一番懸念し

ておりましたので、よろしくお願いしてお

きたいと思いますし、逆に、相乗効果を生

むような形になればいいのではないかなと

いうふうに思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 もう１点、バーベキューのこともあった

かなというふうに思うんですけども、これ

も蜻蛉池公園でも有料バーベキューを運営

されているというふうに思うんですけども、

中央公園などでも提案されているのかどう

か、まずはその点をお示しいただけますで

しょうか。 

○黒見進也公園緑地課長 

 中央公園等で利用者拡大のための取組の

提案として頂いております。現指定管理者

では無料でございますが、浜工業公園の一

部のエリアと中央公園の花見の時期に開放

したことがございます。ただし、利用者の

中でもバーベキューにつきましては賛否両

論ございますので、慎重な対応が必要かと

考えております。 

○米田貴志委員 

 多分バーベキューは、集客の中でも１つ

の自主事業になるんだろうなというふうに

思うんですけども、それをあかんとかと言

うことはしないんですけども、例えば花見

の季節になりますと、一般の市民が楽しん

でいるスペースがあるんです。そうなると、

そういったところを先に囲い込みをされて

しまうと、今まで一般市民が楽しまれたと

ころに行けなくなるというような弊害が起

きてしまうのではないかなということを大

変気にしております。 

 それから、無料のバーベキューコーナー、

これは開放するのはいいことなんですけど
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も、ただ、バーベキューの後の残骸という

か、中にはバーベキューのコンロすら置い

て帰るというような、炭もそのまま置いて

帰るというような状況にあると聞いており

ますので、そういった点も含めて、いろい

ろ市民の中でも賛否両論あんのかなという

ふうに思っておりますが、この辺のところ

もしっかり踏まえていただいて、先ほど言

いましたように、市民が、これまで御年配

の方が特に桜の下で楽しんでいたのが楽し

めなくなるというようなことがないように、

十分協議していただきたいというふうに思

いますが、その点はいかがでございますか。 

○黒見進也公園緑地課長 

 その件につきましては、従来楽しんでお

られる市民の楽しみを奪うようなことのな

いよう考えてまいります。 

○米田貴志委員 

 短い答弁でございましたが、しっかり頼

んでおきたいというふうに思います。 

 もう１つ、あそこには今、既設の市の運

営のドッグランの横に岸和田スケートパー

クがあるかなというふうに思うんですが、

３ｘ３コートも今回できたんですかね。こ

の辺については、何か事業者からは活用す

るような、また、新たに造るような、アー

バンスポーツに取り組むような、そういっ

た提案があったのかどうか教えていただけ

ますでしょうか。 

○黒見進也公園緑地課長 

 今回の提案では、有料でのヘルメットや

プロテクター等の貸出し、サービス向上の

ための方策として提案されております。 

○米田貴志委員 

 スケートボードとかスリーオンスリーは

本当に若い子に大変人気がありますので、

そういったことを活用していただいて若い

方がさらに集まるような大会であったり教

室であったり、そういったことを期待して

いるんですけども、そういった提案があっ

たのかどうかちょっと不明ですけど、ぜひ

そういったところも踏まえていただけたら

ありがたいなというふうに思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、もう１つ気になるのが、例え

ば蜻蛉池公園ですと、年間100万人超えてい

るぐらい来はるのかなというふうに思って

いるんですね。今回、指定管理をかける、

そして集客していただく、自主事業をして

いただく、にぎわいをつくる、こういった

観点から考えると、今の中央公園には、過

去にデータを取ったのかどうか分かりませ

んけども、今後、来場者というか、どうや

って測るのか難しいところがあるかも分か

りませんけども、一定物差しのようなもの

が要るのではないかと思うんですが、過去

に中央公園に来場されている人数のベース

となるものがあるのかどうか、まずは教え

ていただけますか。 

○黒見進也公園緑地課長 

 来場者に関しましては、数年前にサウン

ディング等で行った際のデータとして70万

人という数が１つございました。ただ、ビ

ッグデータ等を活用しての数だと思います。

人数につきましては、いろんな出し方があ

るかとは思うのですが、一定その70万人と

いう数がございますので、今後、指定管理

者が変わることにより向上でやっているの

かどうか検証する機会があればとは思いま

すが、今のところ、計画的なものはござい

ません。 

○米田貴志委員 

 実はその点が気になっていまして、指定

管理をかけた、そして実際になかなかその

来場者というのは推しはかるのが難しいと

思うんです。毎朝ラジオ体操をしている方

もいらっしゃるし、ウオーキングしている

方もいらっしゃるから、なかなかその数を
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一定、細かくて難しいかも分からないんで

すが、やはり指定管理をかけて、５年間で

これ３つかけて、何かすごい金額でしたよ

ね。十四、五億円になるん違いますかね、

５年間でね。そう考えたときに、やはりど

ういった効果があったのかという視点も持

たなきゃいけないんじゃないかなというふ

うに思いますので、何かしらそういった物

差しのようなものをつくっていただきたい

のと、年に何回か、年に１回でもいいんで

すけども、そういった協議をする場所をつ

くっていただいて、より利用の向上、そし

てにぎわいの向上につながるように取り組

んでいただきたいということを申し上げて

おきたいというふうに思います。 

 それから、先ほど𡧃野委員からもありま

したように、私も気になったのはそこなん

です。各町会が委託を受けて管理している

中で、今回、公園の北側、南側で一斉に民

間委託がかかるので、今後の流れはどうな

るのかというところを、やはり町会の方々

としっかりと協議しておかなきゃいけない

んじゃないんかなというふうに思います。

今後ここの管理どないするんやと、運営ど

ないするんやとか、委託金どないするんや

とか、いろんな話になってくると思います

ので、その辺の整理をしっかりと、町会の

方々は今まですごい汗を流して、暑い中、

寒い中、草を刈って、老若男女関係なしで

やっているわけですから、そういったとこ

ろも含めて、丁寧に各町会の方々と協議し

て、理解いただけるように取り組んでいた

だきたいということを申し上げて、私の質

問を終わります。 

○中岡佐織委員 

 議案第100号から議案第102号までで、特

に議案第100号なんですけれども、蜻蛉池公

園の指定管理が変わられるときにはほぼ引

き継がれたと思うんですけれども、今回、

指定管理者が変わる中で、今まで働いてお

られた方々が公園の中の樹木だったり、い

ろんな草木の剪定などをずっとされていた

と思うんですけれども、その職員たちにそ

のまま続けていただくことになるのか、は

たまた総入替えになるのかなど、方向性が

もし決まっていればですけれども、何か分

かっていることがあれば教えてください。

お願いいたします。 

○黒見進也公園緑地課長 

 人員につきましては、新指定管理者の事

業者も昨今の人材不足の影響があると考え

ております。引き続き勤務をお願いするこ

ともあろうかと思われますが、この辺りに

つきましては、民間事業者同士、または就

労者の問題でございますので、市としては

スムーズな人材確保をお願いするものでご

ざいます。 

○中井良介委員 

 今回、岸和田市の全ての大小を含めて、

公園やら体育館などが、ある意味では１つ

のグループと言ってもいいぐらいの指定管

理になった。グループは２つあるんですけ

ども、中心的なのは１つですし、そういう

意味で、市内全域全てそういう指定管理に

なったということについてはちょっと気に

なるんですが、どうお考えですか。 

○黒見進也公園緑地課長 

 令和元年から令和５年まで、あと２年を

継続いたしまして、指定管理をさせていた

だきました全指定管理の中でも、１つの指

定管理ということで、市内の公園、児童遊

園及びスポーツ振興課所管のスポーツ施設

については、一部はちょっと違いますけど

も、それを除いて、１つの指定管理者が指

定管理者制度をもって管理しておりました

ので、形としてはあまり変わってないよう

に考えております。 

○中井良介委員 
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 これまでもそうしてきたということです

が、今回の応募自体、非常に少なかったと

いうか、そういう競争原理があまり働いて

ない、今後の運営もそういう点ではちょっ

と気になるんですけれども、別に問題とか

そういうのは特段そちらでは把握はしてい

ないということですか。 

○黒見進也公園緑地課長 

 前回、令和元年度に指定管理者を公募し

たときは、１事業者だけの応募でございま

した。今回、公園といたしましては、中央

公園等と都市公園、児童遊園等の北と南で

３つの指定管理を分けることで、応募者と

しては、中央公園等で３事業者、都市公園、

児童遊園等の北、南で２事業者の応募がご

ざいましたので、その辺りにつきましては、

前回の指定管理者の公募に比べまして前進

したといいますか、多くの事業者に興味を

持っていただいたと考えております。 

○中井良介委員 

 分かりました。ただ、例えば草刈りとか、

なかなか指定管理者が十分機能しているの

かどうかという、そんなことも聞くことも

ありますので、今後、しっかり取り組んで

もらいたいと思います。 

○反甫旭委員 

 ちょっと他の議員と重なるかもしれない

んですが、私からも議案第100号の中央公園

のことについて１点だけお尋ねいたします。 

 今回、審査結果によって現指定管理者か

らきしわだホッとパークパートナーズに変

わるということですが、この中央公園の指

定管理者が変わるのは初めてのことだと思

います。それは担当課としても初めての経

験だと思うんですが、引継ぎについてどの

ような問題が想定され、どのような対応を

考えているのか、お答えください。 

○黒見進也公園緑地課長 

 議員御指摘のとおり、担当課といたしま

しても、指定管理者の交代は初めての経験

でございます。指定管理業務が多大である

ため、新管理者への引継ぎについては大変

な業務になると懸念しております。 

 現時点で利用者の皆様より問い合わせい

ただいている内容といたしましては、施設

の利用に関し、現指定管理者との間で協議

している内容、例えば、来年度開催を予定

している大会等の準備、こういう打合せの

約束事項が新指定管理者にきちんと引き継

がれるのか、スムーズに運営できるのかが

不安であるとの声をお聞きしております。

これらに関しましては、議決いただきまし

た後に、現指定管理者より新指定管理者に

スムーズに引き継がれるよう、双方と協議

を進めてまいります。 

○反甫旭委員 

 中央公園というのはいろんな大会、スポ

ーツ等が行われていまして、もう来年の４

月以降のそういう打合せとか予約等も連絡

が入っていると思いますので、今打合せし

たことがしっかりと４月以降引き継げるの

と、指定管理者が変わるからといって、ま

た一から説明していたら、毎年同じことを

しているのに、その辺り、スムーズに対応

できるような取組をお願いしたいと思いま

す。 

 指定管理者が変わるからといって今の公

園に問い合わせて、例えば、いや、それは

４月以降のことなので分からないとか知ら

ないとか、そういう対応が必ずないように

お願いして、質問を終わります。 

○京西且哲副委員長 

 他に質問はありませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 それでは、議案第98号から議案第102号ま

での５件の質疑を終結します。 

 以上で市長提出議案の質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論はありま
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せんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 討論なしと認めます。 

 直ちに市長提出議案を採決いたします。 

 議案第91号及び議案第98号から議案第102

号までの５件を合わせました以上６件につ

きまして、原案を可とすることに御異議ご

ざいませんか。 

   〔「異議なし」の声あり〕 

 御異議ないようですので、本各件は原案

を可とすることに決しました。 

 次の理事者と交代してください。 

   （理事者交代） 

 次に、市議案第９号の審査に入ります。 

 議案の説明を求めます。 

○高比良正明委員 

 議案の説明については、本会議の初日に

説明したとおりでありまして、今回も同じ

ように、私を含めて米田委員からも動物の

ことに配慮したようなドッグランの質問が

ございました。そのように、動物のことに

関しての質問というのはこれまでの議会で

も何度となく繰り返されてまいりましたの

で、それぐらいのお気持ちを議会自体もお

持ちであるというようなことで、それを具

現化するような、言わば理念条例のような

形になっております。 

○京西且哲副委員長 

 説明が終わりました。 

 質疑に入ります。質疑のある委員は、冒

頭に提案議員に対する質疑か、理事者に対

する質疑かをお示しの上、御発言願います。 

 それでは、質疑をお願いします。 

○米田貴志委員 

 理事者に伺います。先ほど提案者から、

これまで動物に関する話がいっぱい出てい

たにもかかわらずという言い方は変なんで

すけど、もともとこっち側からじゃなくて、

そっち側から提案する予定というのは当初

からなかったのかどうか、まずお答えいた

だけますか。 

○宅田裕樹廃棄物対策課長 

 動物愛護に関する事務権限の大部分が都

道府県に付与されており、法に基づく条例

が大阪府でも制定されてございます。府条

例の中には動物の適正な飼養に関する事項

も規定されてございまして、岸和田市内に

おきましてもこの規定が適用されておりま

すので、我々といたしましては、市条例を

あえてつくるという必要性はないというふ

うに考えております。 

○米田貴志委員 

 そういう姿勢なんだろうなということは

察しがつくんですけども、当然、事務を執

行する権限は大阪府にあるんだろうという

ことになるんですね。実際、いろいろ調べ

ていきますと、動物愛護管理法、それから

大阪府動物の愛護及び管理に関する条例、

これについては都道府県が定めてあって、

大阪府全域が対象になっているという、こ

れはもう当然やと。 

 例えば、今回提案があるんですけども、

そういった中で、大阪府はこういう愛護法、

条例をすると、いろんなものに、ハードで

あったりソフトの面であったり、費用がか

かってくるんですね。こういったところを

国から補助というか、財政的な支援を受け

ているんですけども、仮にこれを岸和田市

がやった場合、例えば国とか大阪府にそう

いったことを求めていくことができるのか

どうか、考えをお示しいただけますか。 

○宅田裕樹廃棄物対策課長 

 市が事務を執行するとなりますと、国等

からの財政的支援というのはございません

ので、一般財源を充てるということになり

ます。 

○米田貴志委員 

 我々も動物愛護に関しては前へ進めたい
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と思っている会派でございますので、過去

に松山市へ行って、はぴまるの丘というと

ころへ、あそこは日本一進んでいるという

ふうに思っていますので視察に行かせてい

ただいたんです。いろいろと見てまいりま

した。立派な施設が必要になってくると思

うんです。また最近これが出て調べたら、

去年の11月に新設し直しているんですけど、

そのときに動物の一時預かりをしたり治療

したり、何やかんやするところの建物だけ

で３億5000万円かかっているんです。あそ

こに向けては獣医師であったり、専門職と

か、そういう人たちも必要になってくると

思うんですけど、現状で一時預かりは可能

なんでしょうか。 

○宅田裕樹廃棄物対策課長 

 一時とはいうものの、動物、生命を預か

るということは重大な責任が伴うものと考

えております。さらに、飼い主がいない動

物となりますと、病気でありますとかけが

のリスクというのはより高い場合が想定さ

れます。そういったケースですと、さらに

その責任というのは重大になってくるとい

うことが考えられまして、そういったリス

クに対応するとなりますと、獣医師であり

ますような専門的な知識、技能を持った方、

また、そういったものに対応する設備であ

りますとか、施設というものの確保が必要

になってこようかなと考えます。本市にお

きましては、現状そういった担保ができて

ございませんので、非常に高いハードルで

あるというふうに考えております。 

○米田貴志委員 

 そういう答えになるんだろうなというふ

うに思うんですけども、実際、岸和田市内

でもこのことに関して二分されることがや

っぱりあるんだろうなというふうに思って

おりますので、やはり、まずはこういうこ

とを進めるに当たって、市民の方々に、前

へ走るんやったら走るという形で見ていか

なきゃいけないんじゃないかなという気は

いたしております。ですから、もちろん条

例があることにはこしたことはないんです

けれども、大切なことは、一人一人がやは

り現状、動物を大事にするという視点の、

そういったモラルの向上というか、飼い方

の向上というか、そういったところの向上

を進める、機運を高めていくということが

今一番大事なのではないかなというふうに

思っております。その上で、本市の中でこ

の条例をひいた場合は、そういったところ

を求めていくことが可能になってきますし、

ですから、そういったことも踏まえて、今

後、しっかりそこは見ていかなきゃいけな

いんじゃないかなというふうに思いました。 

○中井良介委員 

 理事者にお尋ねします。担当者がおった

かおれへんかとか、いろいろ議論は以前に

ありましたけれども、今回、会派の海老原

議員が本会議で質疑しましたけれども、ち

ょっと重なりますが、これまでこの動物愛

護、管理に関して、市としてはどういう仕

事をしてこられたのか、お願いします。 

○宅田裕樹廃棄物対策課長 

 繰り返しになる部分がございますけれど

も、法で規定されております規制部分につ

きましては、基本的には都道府県、大阪府

で実施していただいております。当課、廃

棄物対策課で実施しております現状で申し

上げますと、地域猫活動、公益財団法人ど

うぶつ基金のチケットを活用して、猫の不

妊手術の支援をさせていただいているのが

現状でございます。 

○中井良介委員 

 犬についてはどうなんでしょうか。ない

んですか。 

○宅田裕樹廃棄物対策課長 

 廃棄物対策課におきましては、犬につい
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て特段の事務は今、所管してございません

けれども、狂犬病等の事務が市の一部事務

としてございますので、こういった事務を

実施しておるところでございます。 

○中井良介委員 

 ちょっとその辺は認識不足でございます。 

 猫に対して不妊の補助というか、そうい

うチケットの配布などをやってこられたん

ですけど、特段担当者は置いてはなかった

んでしょうか。 

○宅田裕樹廃棄物対策課長 

 先ほどの地域猫活動につきましては、そ

ういった窓口がございますので、数名では

ございますけれども対応させていただいて

ございます。 

○中井良介委員 

 本会議初日の西川総合政策部長の御答弁

の中で、今回、動物愛護、管理について、

府との連絡調整などについても担当するこ

とを明確にしたというふうに答えておられ

るんですが、これについては、新たな業務

が付け加わったというふうに考えていいん

でしょうか。 

○宅田裕樹廃棄物対策課長 

 これまでも実際、泉佐野市にございます

大阪府動物愛護管理センター職員と一緒に

事務を行ったという実績もございますので、

今まで全くなかったかというと、そういう

ことではございませんので、それが明確に

なったということであって、大きく仕事が

変わるということは想定してございません。 

○中井良介委員 

 府が中心的な役割をして、市は補完する

という立場であるということは分かりまし

た。 

 そしたら、提案者にお尋ねしますが、条

例案では、市民の責務、あるいは飼い主の

責務、犬、猫の飼い主の遵守事項など非常

に細かく規定されているわけですが、当た

り前のことも結構多いんですけれども、そ

ういうことを市民に責務として求めるんで

あれば、やはりパブリックコメントなりを

して市民の意見もよく聞いて、あるいはそ

れで、こういう条例を提案したいと思って

いるんだということも分かってもらえると

思いますので、その点は入っていないんで

すが、どうお考えですか。 

○高比良正明委員 

 先に、その遵守事項について、多分、第

８条の犬、そして第９条の猫のことをおっ

しゃっているというふうに考えますけども、

これは至極当たり前の話で、むしろこれに

反するようなことがあれば、この中の大部

分のことで違反すれば、動物愛護管理法で

今度は罰則がついていますから、警察の厄

介になるということになるわけです。 

 パブリックコメントにつきましては、海

老原議員にもお答えいたしましたけれども、

処分がないわけです。不利益処分がある場

合にはパブリックコメント必須というふう

になっています。中井委員のお言葉では、

多分、米田委員も同じように市民周知が足

りてないんじゃないかと、そういったお話

というふうに考えますけれども、私は、こ

の条例ではないですけども、同日に言うた

のは、パートナーシップ条例でしたかね、

ほかの条例案のときにも申し上げましたけ

ども、手話言語条例、あの話をした後に南

議員は、こんにちはというような御挨拶を

壇上でなさいました。壇上でお話しされる

のは、何十分も私のようにするわけではな

いです。そうであるならば、手話言語条例

ですから、南議員は、かなりその前にも、

制定前にも後にも、田中議員も含めて、言

語として流通するようなことをどうなって

いるんだということをお話しされておりま

す。（発言する者あり） 

 同じです。市民周知という意味で言うの
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であればですね、そこで提案しているよう

な、質問されるような議員の方々が、まず

は言語として、あの壇上での質問は10分な

かったですよ。そういった５分程度のもの

でも手話でお話ができない、つまり言語と

して理解ができてないというふうに考えざ

るを得ない。本人ができてないのに手話言

語条例のように成っているものもあるわけ

です。それを踏襲するという意味ではあり

ませんけども、この条例に関しては、先ほ

ども申し上げましたように、至極一般的な

常識を持った飼い方のことを書いておりま

すし、動物をめでましょうねというものは、

そこに反対する人は多分いないと思います。

ですから、常識的な理念条例として、これ

は問題がないというふうに考えています。 

○中井良介委員 

 簡潔に答弁をお願いしたいと思います。 

 あと、先ほど米田委員からも話がありま

したが、飼い主不明の場合の引取りを求め

たときに、一時預かりであるとか、あるい

は、もう１つ条例案にありますが、飼い主

不明の犬や猫を保護した者は、市に引取り

を求める場合に、飼い主を可能な限り探す

というようなこともあって、なかなか負担

が大きいのではないかと思います。それは

意見として言っておきます。 

○中岡佐織委員 

 担当課にお尋ねいたします。私も子供の

頃から家に動物が身近におりまして、今も

実家や兄弟の家に動物がいて、家族同然の

存在として大切にしていました。なので、

動物を大切にするという趣旨の取組そのも

の自体には本当に大賛成というか大歓迎な

んですけれど、ただ一方で、先ほど担当課

からもあったんですけれども、大阪府に既

に動物愛護条例が存在します。既に大きな

枠組みとして府条例がある中で、小さな枠

組みとなる岸和田市が同じような内容の条

例を改めて制定する意義とかメリットとい

うのはありそうなのかなと、あるんであれ

ばいいなと思っているんですけれど。制度

上の今後懸念されるような事項というのは

米田委員からもありましたので、その点を

まずちょっとお聞かせいただけたらなと思

うんですけど、ありますか、いかがですか。

お願いします。 

○宅田裕樹廃棄物対策課長 

 大阪府条例と大きく変わらないものをあ

えて制定する必要性は高くないという、申

し訳ありません、先ほどと繰り返しの答弁

になります。 

○反甫旭委員 

 まず１点、提案者の高比良議員にお伺い

しますが、第10条のところで、市長は、法

第35条第２項の規定により大阪府が飼い主

の判明しない犬又はねこの引取りを保護し

た者から求められた場合は、府の協力要請

によりこれを一時的に預かることができる。

ただし、市長が、保護の状況から不適切で

あると判断した場合は、この限りでないと

いうことが明記されているんですけど、こ

のイメージを教えてください。 

○高比良正明委員 

 先ほどから、第10条を盾に取って、しか

も理事者にしか聞かない、私には聞かない

というような質問が行われておりましたけ

れども、この第10条について、まともに反

甫委員から私に直接ボールが与えられまし

たので、発言いたしますと、現状を質問さ

れる委員が御存じないのかということです。

特に米田委員は会派の意見をまとめて言わ

れていると思いますけども、提案理由説明

のときにも申しました。2018年12月６日に

米田委員が何をおっしゃったか。ボランテ

ィアの方々が今やられているのは十分御存

じである。その上で、当時はどうぶつ基金

が発行するチケットは、私がお願いする前
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というような形もあったので、それは施行

されておりませんでしたけども、その状態

であっても市民の皆さんと一緒にやってく

ださいよ、その整備をやってくれというこ

とを言っていたわけです。 

○京西且哲副委員長 

 高比良委員。簡潔に、その質問の部分だ

け答えて。 

○高比良正明委員 

 第10条に関しても、先ほど中井議員から

言われた行方不明のものを探すということ

に関しても、費用負担は要りません。現状

と同じように、今、ボランティアの方々が、

特に本市だけではなく、他市の方々が本市

の中へ入られてお手伝いいただいています。

トラバサミに関しても、２本の足がなくな

った子猫ちゃんを引き取ったのは和泉市の

方です。そういったことで、ボランティア

自体が既に今存在している中で、ボランテ

ィアの方々の連携をもって、つなぎ役とし

て担当課がやっていただくということで十

分だというふうに考えておりますし、第10

条に関しては、「府の協力要請により」と

いうことと、最後は「できる」ということ

になっております。つまり、選択権がある

のは市であって、市が予算がないからそれ

はできませんよというようなことであれば、

もしボランティアの方々が、いや、それは

受けられませんということであれば、府に

対して、すいません、今回はできませんと

いうような選択権を市が持つということに

なっておりますので、この条例が実際、実

行力を持たないというものではないという

ことをお伝えしておきます。 

○反甫旭委員 

 今の質問と別で、廃棄物対策課にお尋ね

いたしますが、先ほどから地域猫等のこと

も窓口になってやっているし、今回出て来

てもらって、今回の議案について議論でき

ているわけですけど、そういう地域猫のこ

ととかをやっているんですが、事務分掌条

例を見ていますとそういうことが明記され

てないんですけど、今後、事務分掌条例及

び規則等を今回のことも含めて改正する予

定等があるのか、教えてもらえますでしょ

うか。 

○藤浪秀樹副市長 

 組織に関することですので、所管させて

いただいていますので、御答弁させていた

だきます。 

 従前、事務分掌がどこだという御議論を

頂いていたと思うんですけども、今般、一

定整理がつきまして、大阪府とのパイプと

いいますか、その辺の役割については一定

整理させていただいたところです。その部

分につきましては、条例で反映させるべき

なのか、はたまた規定レベルで大丈夫なの

か、その辺もきちんと整理させていただい

て、必要な改正なりは措置をしていきたい

というふうに思ってございます。 

○反甫旭委員 

 今回のことでそういうことが分かったと

いうか、窓口になっていただいたというこ

とだと思いますので、その点、市民からも

分かりやすいように今後対応していただき

たいのと、こういう猫の対応が廃棄物対策

課という名前になっているということに対

する抵抗もあると思います。その点も併せ

て御検討をお願いしたいと思います。 

○京西且哲副委員長 

 他にありませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 それでは、市議案第９号の質疑を終結し

ます。 

 以上で議員提出議案の質疑を終結します。 

○米田貴志委員 

 休憩をお願いします。 

○京西且哲副委員長 
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 ただいま米田委員から休憩を求めるとの

申出がありましたが、これに御異議ありま

せんか。 

   〔「異議なし」の声あり〕 

 それでは暫時休憩いたします。 

○京西且哲副委員長 

 休憩前に引き続き委員会を再開いたしま

す。 

 市議案第９号につきまして、討論に入り

ます。討論はありませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 討論なしと認めます。 

 直ちに市議案第９号を採決いたします。 

 本件につきましては、起立採決をもって

行います。なお、着席の委員は本件に反対

とみなします。 

 それでは、市議案第９号につきまして、

原案を可とすることに賛成の委員は御起立

願います。 

   （賛成者起立） 

 起立少数です。よって、本件は否決され

ました。 

 最後に、委員会の報告はいかがいたしま

しょうか。 

   〔「正副委員長に一任」の声あり〕 

 それでは、そのようにさせていただきま

す。 

 以上で事業常任委員会を閉会します。 

（以 上） 


